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対象区域

対象区域にお住いの全ての方

【中央区】
当仁校区：黒門，大濠公園
南当仁校区：大濠1，2丁目，今川1，2丁目，鳥飼1，2，3丁目
草ヶ江校区：草香江1，2丁目，六本松1，2，4丁目
笹丘校区：梅公園団地，梅公園1，2，3丁目，笹丘1丁目，輝国2丁目

【城南区】
鳥飼校区：鳥飼1，4，5，6，7丁目
別府校区：別府1，3，4丁目，城西団地，別府団地
田島校区：田島1，2，3丁目，友丘1丁目
長尾校区：長尾1，2，3丁目，友泉亭，友丘2丁目

【早良区】
西新校区：城西1，2，3丁目，曙1，2丁目

理　　由 樋井川の氾濫の危険があるため。

対象世帯 38,833世帯

対象人数 75,713人

開設避難所

【中央区】
当仁公民館，南当仁公民館，草ヶ江公民館，笹丘公民館
【城南区】
鳥飼公民館，別府公民館
【早良区】
西新公民館

注意事項
・今後の雨の降り方や浸水の状況に注意してください。
・今後のテレビ，ラジオ，広報車等の情報に注意してください。

担　当：市民局防災・危機管理課
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避難勧告の発令について【第13報】

　昨日からの継続的な大雨の影響により，樋井川の氾濫の危険があり，以下の対象区域にお
住まいの全ての方を対象に「避難勧告」を発令しました。
　今回の「避難勧告」は河川の氾濫による被害が発生する可能性が高まったため，避難所への
避難を開始し，また大雨や浸水などで避難所への避難が難しい場合は，無理な避難はやめて
建物の２階以上への避難を呼びかけるものです。


